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第２次明石市水産業振興計画 第３回策定委員会 議事要旨 

 

令和５年８月２２日（火）午後３時 

明石市役所議会棟２階 第３委員会室 

 

１．開会 

 

２．会議内容 

・第２次水産業振興計画 事業内容の優先順位 

・傍聴者、委員からの主な意見 

・第２次明石市水産業振興計画素案 

 

（委員長） 

明石市水産業振興計画策定委員会ではこれが３回目の会合になります。１回目には、

今回委員に選ばれた９名で、それぞれの意見を述べさせていただくとともに市の方が

どういう取りまとめ方針を持っているかということの確認をさせていただきました。

思い起こせば、10年前に先の 10ヶ年振興計画を作りましたが、その PDCAが、前回計

画ではなされなかったことは反省点です。 

第２回目の委員会には、前回計画の策定に関わられ４名の方に来ていただきまして、

この 10 年間、水産現場においてどういうことがあったのかを振り返らせていただき

ました。今日は、その意見と委員のみなさんからの意見を踏まえ、後ほど計画素案を

提示させていただきますが、初回に配られたものからだいぶ修正が入っており、みな

さんの意見を少なからず反映できたのではないかと思っております。一方で、まだま

だ明石の水産業が抱える問題というのは大きいかと思いますので、今日は慎重審議よ

ろしくお願いしたいと思います。 

それでは、今回の議題であります、市から提示された振興計画の 28 項目の事業内

容案について、優先順位をつけたらどうかということで、これから先 10 年具体的に

実施するには何を優先されるべきかを考えるために、事前に委員の方々から意見を聴

取していますので、事務局から説明していただきたいと思います。 

 

【事務局 資料２を説明】 

 

（委員長） 

説明のありましたように、みなさんの優先順位が、資料２にまとめられています。

カウントしてみたところ、一番多い意見が、「下水処理場の栄養管理運転」で、次い

で、「資源維持型漁業の推進」と「産卵用たこつぼの投入」にも意見が集まっておりま

す。また、「蓄積された技術を生かした加工の研究」も優先度が高く、「食育活動の推
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進」も意見が多く集まっています。 

前回の議論で、４人の招待者のご意見にもありましたが、この 10 年間で明石の漁

場が大きく変わってきた、そして再生しないことには魚のまちはもう成り立たない、

ということがありましたので、最初に紹介させていただきました１番、４番、５番、

６番、７番の「漁場を育てるためにはどうしたらいいのか」ということに非常に注目

が集まっているのが一つのポイントだと思います。漁場再生に力を入れていく計画に

してはどうかということです。もう一つは、食育、加工技術、明石海峡の地魚という

のは、これまで注目されておりましたが、「サンマの開き」は、明石の地魚ではありま

せん。他所から持ってきたものをうまく加工し、明石の名物に育て上げております。

今、日本中で未利用魚がどんどん話題になってきておりますので、通常の流通に乗ら

ない魚を、明石の技術で光が当たるようにできないかという点も議論されました。 

そして特に明石に住んでおられる方が、「明石の地のもの」や「明石の技術を使った

魚」を食べられるようにしていくことも一つの焦点でした。「漁場づくり」と「明石の

食文化を育てる」ところに、今回の委員の皆さんの意見がかなり重なっていると思い

ますので、この答申の中にも加えていきたいと考えております。 

 

（委員） 

水産加工業の立場で参加させていただいています。明石は何十年と続いている加工

業が多い地域でもあります。加工はできるのですが材料がないというのが一番困って

いることで、魚が住める環境をつくるのが一番だと思います。タコでいうと、市全体

で最盛期の漁獲量 1,400tから 140tまで減ってしまっています。140tと言うと、１軒

でも 10年前加工販売していた量です。やはり資源の回復が一番です。 

 

（委員長） 

10 分の１といいますと壊滅状態です。放置していても回復しないレベルになって

きています。瀬戸内海を巡る環境が大きく変わっており、立て直し方法を含めて考え

ないといけないと思います。瀬戸内海の状況を大きく捉えて、この 10 年で大きく変

わったということを前提に動き始めないといけないかと思います。これまでは、明石

海峡、明石の海は豊かな海、それで魚のまちが育まれてきたというストーリーででき

たのですが、前提がかなり変わっているということで出発する必要があります。 

いただいたご意見をもとに、優先度を計画の中に反映して、この先 10 年間におい

て、次にできることは何かということを考える必要があります。 

資料の事業内容には、国や県の施策もありますが、市単独でしなければならない事

業は予算措置も含めて、重点強化していく必要があると思います。 

では次の議題に移らせていただきたいと思います。前回の傍聴者の方々、委員から

の追加意見、その他計画を策定するにあたって幅広く意見を募集したところです。そ

れらを審議に反映したいと思いますので、事務局からいくつかご紹介お願いします。 
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【事務局 資料３を説明】 

 

 

（委員長） 

多様なご意見いただきましたが、先ほどの事業内容の優先度の分類と同じように、

今水産現場が抱えている漁場の再生問題に関心が大きいと感じます。 

「まちづくりの観点から、行政施策全般にわたって取り組みを広げてみては」とい

う提案もされていますが、水産関連予算だけでは、多岐にわたる事業を推進するのは

難しい側面があります。水産関係の部署はもちろん環境部局、下水道、下水処理場が

協力して水質の改善を図っています。それから、子ども食堂や高齢者給食の問題など、

まちづくりや福祉の視点から、対象者が魚と出会えていないという指摘もありました。

魚を身近に感じられるものが必要です。 

「明石たこ大使 さかなクン」が活躍していますが、明石らしい魚、例えば夏のベ

ラ・タコ・トラハゼといった、明石ならではの魚を普及させるには、文化教育行政も

関係してくるのではないかと思います。 

２番目に「様々な施設があったらいいのでは」という意見ですが、このたび神戸市

の須磨水族園は経営主体が変わってエンターテイメント志向にシフトされます。新た

に明石に水族館を造るのは難しいですが、歴史があり人気のある天文科学館を活用し、

「水文科学館」として「水」をテーマに取り上げてもらうのも一案です。例えば、プ

ラネタリウムにプロジェクションマッピングで海中を映すイベントがあれば、新たな

集客にも繋がるのではないかと思います。また、文化博物館にも食文化関係の拠点が

あっていいのではないでしょうか。 

市内にあるさまざまな施設に、水産の観点を入れてリメイクしていけば、ご提案の

中に繋がってくるのではないかと思います。どうしても魚の棚に一極集中してしまい

ますが、明石の魚や食文化がわかるような店先展示があると、いろいろな場面で展開

が図れるのではないかと思います。 

下水道の管理運転の提案ですが、大久保浄化センターでは 30 年前に紫外線滅菌を

取り入れております。施設整備に非常に費用がかかりますので難しい面もありますが、

他の施設でも更新時期に考えられるのではないかと思います。 

近代化補助金については、言わば機械屋さんへの補助金になっています。漁業があ

る意味、利用されている側面もあります。国庫補助金ですので、世論も味方につけて、

国に要望を挙げていく必要があろうかと思います。 

最後になりましたが、これだけの施策、特に新しい漁場再生や魚食文化形成の取り

組みを進めていくには、人手が足りませんし、世代交代も必要になります。専門職は

私からもお願いしたいところです。そういう方に、縦割りの枠を超えた連携をしてい

ただきたいと思います。 

いただいた意見を文案にもいくつか織り込んでいる部分もありますが、他に何かあ
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りましたら、後ほど意見書を提出していただいても結構です。 

それでは次の議事になりますが、第２次明石市水産業振興計画素案を事務局から説

明をお願いします。 

 

 

 【事務局 資料４を説明】 

 

 

 

（委員長） 

今施策として提案されている中の具体的な内容を、いくつか修正していただいたと

ころです。また、豊かな明石の海というこれまでの前提条件が変わってきていること

を少し強調するような形で記載してもらっております。 

先ほどの議題の中で、施策の優先順位について、焦点となる部分が「漁場づくり」

と「食文化づくり」というところで整理させていただきましたが、事務局の説明につ

きまして、何かご意見ありましたらお願いいたします。 

今、副委員長から、「この委員会は 3回で終わりですか」という話もございました。

「まだこれは煮えたらない」「もっとこういうことも議論した方がいい」ということ

であれば、もう 1回やってもいいのですが。 

 

（委員） 

水産業や漁業の再生ということで、初めてこのような場に来させてもらいました。

委員の方々には様々な提案をいただき、大変お世話になりました。今日、漁業者の代

表者も傍聴に来ていますが、漁業者の要望は概ね一致しています。下水処理の栄養塩

管理運転、施肥・藻場の再生、産卵用たこつぼの投入は、現状の事業を継続しつつ、

もっと増やしてほしいというのが正直なところです。10 年前の水揚げ量に戻したい

要望はみんな持っています。この度は、市議会議員の多くの方々にも傍聴に来てもら

い感謝しています。この場をお借りし、豊かな海づくりに関連した事業の継続はもと

よりさらなる推進をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

10 年前は計画を作って終わりました。その後、12 年目にようやく声をかけていた

だいて、また開くことができたのですがこれではいけません。計画倒れということに

なってしまいます。立てた以上は、計画の内容を実行する必要があります。いくつか

の施策は実行されましたが、棚上げになっている事業もあります。これから先の 10

年、どのように進めたらいいのか、先ほどご意見の中に、水産専門員を強化したらど

うかという意見や優先度が高い施策を重点的にすすめるべき、という意見がありまし
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た。計画を実現していくためには、この策定委員会のままである必要はないですが、

何らかの装置が要るのではないでしょうか。その時々の状況や変化に対応するため、

例えば、別の会議体を設けて、チェックして改善し検証していくことも必要ではない

かと思います。２次計画の最後に記載する必要があると考えております。 

昨年、明石市豊かな海づくり条例が、議会提案により制定されています。この中で

明石はやはり「魚のまち」として発展していってほしいということが謳われています。 

条文の最後の方に、「市は、本条例の目的を達成するため、関係する施策の推進に必要

な体制整備を図る」という組織の体制強化と、「必要な財政上の措置を講じるよう努

めなければならない」という財政支援の項目が設けられています。今回の策定委員会

で、重点施策だと議論された事業には、ぜひ予算をつけていただきたいと思います。 

また、「市長は豊かな海づくりに資する施策の総合的計画的な推進を図るため、毎

年度、豊かな海づくりに関して行った施策を議会に報告するとともに市民に公表する」

という条文も設置されています。市が実施したことを、決算委員会で報告するだけで

はなく、市民のフィルターを通して検証していくことも必要なのではないかと思いま

す。この計画の最後に、今後の進め方という項を設けていただいて、年に 1回、進捗

状況を確認するための委員会を設けて、状況の変化や進め方をチェックして、新たな

要望があった場合には、それに対処する体制づくりが必要ではないかと考えておりま

す。事務局から、今後の検討に踏まえて書いているところがあるのですが。ここのと

ころは、何かご説明ありますでしょうか。 

 

（事務局） 

事務局です。先ほど委員長からありましたように第２次計画の中には、計画の推進

と見直しの項はもちろん、それとは別項で、こうしたらいいのではないかという委員

のみなさんの意見や要望も、この項に入れていくことで、２次計画の事業内容の実現

に生かせていけたらと思っています。以上でございます。 

 

（委員長） 

46ページに５つの項目を挙げております。「１漁場生産力の再生」、それから「２現

状把握の評価」です。現状把握については２、３年前とか５年前までの統計しかない

ということもありましたので、直近の状況もしっかりと掴んでいく必要があります。

また、「３明石ならではの技法で未利用魚の活用」、そして「４明石産というものの優

位性」について、市民の地魚購入機会の減少に対処するため、何か良いアイディアは

ないでしょうか。委員の方々から、ご意見を頂戴したいと思います。 

（委員） 

事業内容の 15 番目「市場機能の合理化・効率化」についてお聞きします。現在の

藤江の管理センターは、移転の話は出ているのでしょうか。明石浦漁協と林崎漁協は、

漁協が運営する市場がありますが、それ以外の漁協は、藤江の卸売市場に魚を搬送し
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ています。利便性の観点から、建て替えをするなら海から離れた場所ではなく今の場

所でお願いします。 

 

（事務局） 

藤江の公設卸売市場については、かなり老朽化が進んでおり、今後、移転や建替え

について、検討しなければいけない時期に来ていると認識しています。移転や建て替

えには相当な予算を伴いますので、具体的な話には至っていないような状況ですが。

今後、どうしていくかを、関係者、議会、庁内他部署等とも相談しながら検討してい

きたいと思います。 

 

（委員長） 

卸売市場法も改正されておりますので、従来の流通拠点のような形ではなく、新た

な食文化の発信拠点としての機能も市場の役割ということを付け加えれば、明石の食

文化の発信地の一つになると思います 

 

（委員） 

加工業者の立場から、未利用魚の活用については、結局、漁業者さんと運命共同体

になります。資料には、水産加工業者半減となっていますが、今年に入り２件の廃業

があり、３分の1になってしまいました。魚が増えてこそ水産加工業が成立するので、

豊かな海の再生や加工の近代化など、漁業者の皆さんと一緒にやってく必要があると

思っています。 

 

（委員） 

今回参加させていただいて、行動の全てが大事だということがよくわかったのですが、

消費者はやはり食べて買ってくれるのが一番。今日も美味しいタイとノリを使ってお

料理教室を開催してきました。たくさん発信していきたいと思います。 

 

（委員） 

今回の第２次水産業振興計画ですが、例えば１年ごとに、進捗状況をチェックして

いくような方法をとった方がいいかと思います。また、藤江の卸売市場の件ですが、

明石の港の位置づけから場所的には妥当な位置だと思います。一方で、場外取引の割

合が増加している中で、市場を廃止している市町村も結構あります。 

明石の場合、場外取引が増える中で市場を維持していくとなると、いかに取扱高を

維持しつつ、存在価値を高めるような、例えば、観光資源としての活用や一般市民へ

の開放など、何か方法を考えていく必要があると思います。 

 

（委員長） 
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私は下関に行っておりましたが、有名な唐戸市場があります。この市場は、ほとん

どが寿司店みたいな状況になって、一大観光施設になっています。ここまでとは言い

ませんが、例えば、消費者団体が行う料理教室と連携した取り組みも一案ではないか

と思います。 

 

（委員） 

魚を購入する機会が減っている中で、明石産の魚に対する親しみを持ってもらうこ

とが一番で、次に、手軽に調理できる魚、加工してもらった魚を、いろいろ工夫して

販売すると、共働きの家庭の方でも利用できると思います。 

例えば、何かツミレみたいになっているものをお鍋にするとか、簡単に調理できて、

種類もたくさん増えたら、値段が高くても、もっと美味しい魚を買ってみようという

気持ちになると思います。明石の加工技術を使っていろんな種類の魚のおかずが増え

たら嬉しいです。 

 

（委員長） 

明石産の魚（磯魚）は無くなりつつあります。ノリとシラスなどの浮魚に関しては

結構獲れていますが、いわゆる磯魚と言われるような地の魚は非常に少なくなってい

るというのが現状です。淡路島や日本海（但馬）、岡山で水揚げされる魚で、余ってい

るものがあれば、もしかしたら明石の技術を使って食べる工夫も提案できるのではな

いかと思います。もちろん、漁場が再生されて、明石の漁師さんが獲ってくるものが

増えるのが一番いいのですが、すぐに改善しそうにないというのが現状です。 

また、市民目線で、魚と接する機会が遠いので、もっと身近にできないかという提

案がありました。これまでは、中心市街地にある魚の棚で魚を買うことができていま

した。しかし、若い世代は、魚の棚や量販店で明石産に出会える機会もありますが、

一部の高齢者など、宅配に頼らないと生きていけないという買い物難民の人たちもい

ます。そういう人たちは、魚との接触機会が非常に減っています。 

神奈川県鎌倉市では、買い物難民の多い自治会が魚屋さんを誘致しています。水産

関係で著名な上田勝彦さんという方が仲介し、漁場から魚を直送させ、自治会が魚屋

を開設し自ら販売しています。週ごとに場所を移動し、店舗を開設する。要は消費者

が待っているところへ魚が届けられるような仕組みを、鎌倉市は去年から始めていま

す。 

明石でも、市民の食卓に届くような仕組み作りを今後考える余地があります。鮮魚

だけでなく、一次加工した魚の利便性が上がると思いますし、福祉給食をしている

方々の負担も軽減できます。一方で、このような方策は、福祉政策であり、まちづく

り政策でもありますので、水産部門だけでは実現不可能です。他部門にも積極的に協

力を求める必要があります。 
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（委員） 

この計画は 10年間で目標を達成するものですが、前回計画では 12年間見直しがな

されませんでした。仕事が増えてしまう話にはなりますが、中間的に現状と齟齬が発

生するようでしたら、一度見直しする機会を作る必要があると思います。 

先ほど進行管理の話がありましたが、水産業界の各漁協などから、この事業をやっ

てほしいという内容に関してもう少し具体的な要望を上げていただいた上で、アクシ

ョンプランを作って、進めていってはどうかと思います。 

 

（委員） 

漁場生産力の再生というのが一番大きい課題だと思うのですが、予算を伴う話なの

で、例えば、水産物が、何年後にどれくらい増やすのか、現状維持が目標なのかなど、

目安でも良いので数値目標が盛り込めると分かりやすいと思いました。なかなか、難

しいと思いますが。 

 

（委員長） 

一般的には、行政計画には数値目標が求められます。しかしながら、経済・商業、

工業活動であれば目標が立てられるのですが、水産業は自然産業という側面もあり、

自然に影響される部分が大きいです。また、栄養塩類不足による漁獲減少は、明石だ

けで起こっていることではなく、西日本が特にひどくて全国的に起こっていることで

す。明石市だけでは解決する問題ではなく、県や国も動かないと解決できません。 

大阪湾や播磨灘の漁場再生においては、試行錯誤しながら、これ以上ひどくならな

いように、栄養塩類管理計画や、県条例などを制定し、豊かな海づくりを進めていま

すが、まだまだどれが効果あるのかは見えていない状況です。 

市外県外にもアンテナを広げ、打開策が見えるような先進的な取り組みを研究する

などして、改善に繋げることが重要です。 

施肥に関して言えば、農業と違って直接肥料を与えれば作物ができるというもので

はなく、潮流で肥料が流れてしまいます。大きな視点になりますが、生態系の底力を

つけていくことが重要です。30、40年かけて潰してきたものを、もう一度どのように

立て直していく段階ではないかと思いますので数値目標というのはなかなか立てに

くいというのが現状です。 

一方で、水産業に関連する事業者はまだまだ多く残っており、海と向き合おうとし

ています。地方都市はほとんどシャッター商店街になっていますが、魚の棚商店街は

そうではないのです。まだ何かの魅力が明石にあるということですので、力があるう

ちに何か次の一歩が出せないかという点がポイントではないかと思います。 

（委員） 

５つの事業内容については、何が大事と言うより全部大事です。地場の魚があんな

に毎日毎日水揚げあったのに、本当に一生懸命やっても獲れない。明石浦では、買い
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手の競りによって落とされます。今は魚の値段が肉よりも高くなります。一般の人が

聞いてびっくりする値段です。日本全国に送る人や魚の棚だけで商売する人など、魚

がどうしても必要な、様々な買い手がいる中で、値段がどんどん上がり、競り師の声

が変わってくるくらいです。形がいいと思っていたら、すごい値段になっていきます。 

明石では、昔から夏のベラは大衆魚で山ほどありました。ウロコを取らず内臓だけ

処理して焼くというような簡単に食べられる魚でした。そういう魚を今、見かけるこ

とが珍しくなっています。また、味もその見た目も昔と全然違うようになってきてい

るように感じます。例えば、メイタガレイで言うと、昔はすごく大きかったのに今は

痩せています。昔から何十年も魚見ているから良くわかります。 

私の家はタコ曳き漁師だったのですが、何時間曳いても獲れないから、今はタコ漁

を止めて、サワラ漁に切り替えています。サワラがすごく今揚がっています。時期的

に仕方がないのですが、値段は安いです。自分たちが食べていけるように頑張らない

といけないので漁師は沖に行きます。ガシラは意外と獲れていますが、地場の魚は本

当にいなくなったという印象です。ベラやタコ、メイタガレイが少ない。あれだけい

たのに何でいなくなったのか不思議です。 

 

（委員長） 

明石の魚が好きな人にとっては、今本当に暮らしにくい状況になっています。しか

し、サワラなどが今たくさん獲れているというのも、現場の声を聞いて初めて分かる

ことです。回遊性のものは一度に獲れたりしますので、刺身から始まり、塩焼き、み

そ漬けなどにしてあっさり食べられます。未利用魚という言い方をしていますが、こ

れは全国共通の話題にもなっていることですが、広域流通に積み残しになったものは、

市場では色物と呼ばれ、トロ箱で詰め合わせになっているのでほとんど値が付きませ

ん。今、それを選り分けて売っていく魚のプロの方々の人件費が出ないから、流通か

ら外れてしまう訳です。集めて通販で儲けているところもあるぐらいですから、明石

の加工技術力で何とかできないかと思います。 

当初の事務局案では、地魚をどう活かすかという内容でした。前回の計画でも議論

されたとおり、地魚は現在いなくなってしまい、利用できる魚は少なくなっています。

各地の未利用魚の中で、明石の技術に合うもの、また、明石市民が食べて食生活が豊

かになりそうなものを探していく必要があります。今日は、漁協の組合長さん方に来

ていただいていますが、現場の経営ももちろん大事ですが、明石産の魚を触るという

意味合いを、もう一度見直して引き継いでいくことも大切なことではないかと思いま

す。 

この計画には、かなりの内容の文章を盛り込んでおります。そして最後の 47 ペー

ジに、今後の計画の推進と見直しという内容が記載されております。前回のように 10

年放っておくのではなく、推進体制を強化することについても、これからの 10 年の

計画を進めていく上では必要があろうかと思います。市の組織体制も強化していただ
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き、漁業関係、食文化関係、市民の方々の意見が反映されるような会議を年に一度持

っていただき、豊かな海づくり条例に沿った形の施策の展開がされることを願うとこ

ろです。もちろん、この 10 年間振り返ってみて、水産振興施策を全くやっていない

と言っているわけではありません。様々な業務に追われて大変だと思います。とりわ

け、漁港施設は市の管理になりますので、漁港内のプレジャーボートの係留問題をど

のように整理するのかも大きな課題です。本計画の進捗状況の確認と組織の強化につ

いては、答申という形で要望させていただきたいと思います。 

この後、パブリックコメントを実施する予定ですが、それまでに、委員のみなさん

に最終確認をお願いしたいと思いますので、素案をご確認ご一読いただき、何かご意

見、訂正場所があったらご指摘ください。また、その修正を含め、パブリックコメン

トにつきましても、委員長一任という形で私に任せていただきましたら、事務局と調

整し計画素案として、一緒に答申していきたいと思います。 

３回の策定委員会を開催しましたが、非常に充実した議論ができたのではないかと

思います。特に２回目に、前回計画の委員の方々からご意見をいただいて、水産業の

現状がよく分かったのではないかと思いますし、今後の取り組みのヒントになったの

ではないかと思います。そして、委員のみなさまからは、積極的に、様々なご意見を

頂戴しまして、非常に中身のある計画素案ができたのではないかと思います。最後に

なりましたが、厚く御礼申し上げます。                                

 

 


